
1 

特定非営利活動法人 

アクセス-共生社会をめざす地球市民の会 

会員・サポーター規定 

 

（目的） 

第１条 本規定は、特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会 定款第５条および第７条

に基づき、アクセス-共生社会をめざす地球市民の会の会員・サポーターについて、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（会員・サポーターの種別） 

第２条 当会の会員・サポーターは、次の３種類とする。 

a)正会員   定款の定めによる。 

b)子どもサポーター フィリピンの貧しい子どもたちの教育と権利擁護事業に賛同する 

個人・団体 

c)アクセス・サポーター 当会の事業全体に賛同する個人・団体 

 

（入会） 

第３条 会員・サポーターになろうとする者は、所定の書式によって申請しなければならない。ただし、正会

員としての入会については、定款の定めによる。 

 

（会費およびサポーター費） 

第４条 会費およびサポーター費は次の通りとする。ただし、納入方法については、別に定める内規によるも

のとする。 

a)正会員        年額１口１０，０００円、１口以上 

※半年以上の期間、恒常的にボランティアスタッフとして活動に参加している

正会員の会費額については、別途スタッフ内規に定める。 

b)子どもサポーター 小学生支援 

年額 1口１８，０００円、１口以上 

中高生（ハイスクール生）支援 

      年額１口３６，０００円、１口以上 

c)アクセス・サポーター    年額 1口５，０００円、１口以上、あるいは 

月額 1口１，０００円、１口以上 

 

（会員・サポーターの権利） 

第５条 会員・サポーターは次の権利を有する。 

a) 正会員   

①当会が主催する事業および催事への参加 

 ②当会が発行する機関紙の無料配布を受けること 

 ③その他定款で定められた諸権利 
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b) 子どもサポーター 

①当会が主催する事業および催事への参加 

②当会が発行する機関紙の無料配布を受けること  

③支援する子どもとの手紙等のやりとり 

 c)アクセス・サポーター 

①当会が主催する事業および催事への参加 

②当会が発行する機関紙の無料配布を受けること 

 

（退会） 

第６条 会員・サポーターが退会するときは、退会の意思を事務局に申し出なければならない。ただし、正会

員については定款の定めによる。 

 

（除名） 

第７条 理事会は、著しく社会的信用を失ったサポーターまたは本会員・サポーター規定や内規に定める要件

を満たしていないと認められる人物については、除名することができる。ただし、正会員の除名について

は、定款の定めによる。 

 

（資格の喪失） 

第８条 サポーターは、次の事由により資格を喪失する。ただし、正会員の資格の喪失については、定款の定

めによる。 

a) 退会 

b) 除名 

c) 死亡または解散 

d) １年以上の会費の滞納 

 

（既納の会費・サポーター費の不返還） 

第９条 既納の会費およびサポーター費は、これを返還しない。 

 

附則 

本規定は１９９８年１２月１日から施行する。 

２０００年２月７日法人化にともない改定。 

２００８年６月２１日改定。 

２０１０年３月１９日改定。 

２０１４年６月７日改定。 

２０１６年６月１１日改定。 

２０１８年４月１４日改定。 

２０１９年２月１０日改定。 

２０２０年１０月１０日改定。 

２０２２年２月１３日改定。 


